
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

８月１７日 №１０ 発行／京丹波町 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷６２番地６ 電話 0771-82-0200（代表） URL http://www.town.kyotamba.kyoto.jp 編集／企画情報課 電話 0771-82-3801（直通） 
平成１８年 

町立病院の看護師採用試験 

の実施について 【総務課】  町立病院看護師採用試験を次のとおり行います。 ◇採用予定人数 看護師 若干名 ◇採用予定 平成１８年１０月１日 ◇受験資格 昭和４１年４月２日から昭和５９年４月１日までに生まれた方で、看護師および准看護師免許を有する方。ただし地方公務員法第１６条の各号いずれかに該当する方は受験できません。 ◇日時・場所 ９月３日（日）午前９時～ 京丹波町役場 ◇試験方法  作文試験・口述試験（個別面接） ◇合格者発表 ９月中旬（予定）に役場前掲示板に掲示するほか、合格者に通知します。 ◇受験申込手続 【申込用紙の請求先】 京丹波町総務課 【申込方法】 申込用紙に必要事項を記入し、本人の写真を貼って、添付書類（履歴書、健康診断書、看護師免許の写し）といっしょに京丹波町総務課へ提出してください。 【受付期間】 ８月１４日（月）～８月２５日（金） （郵送の場合は、締切日までの消印があるものに限り受け付けます。） 【受付時間】 午前８時３０分～午後５時１５分 ◇問い合わせ時間  平日の午前８時３０分～午後５時１５分まで。（土曜日および日曜日は、問い合わせにお答えできません。） ◇問い合わせ先など  〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生八ツ谷62 番地6  京丹波町総務課 電話０７７１－８２－０２００（代表） ０７７１－８２－３８００（直通） 

９月１０日は「下水道の日」です 【水道課】  京丹波町の水洗化普及率は、平成１７年度末現在で、８７．８％（公共下水道２４．２％、農業集落排水など集合処理３１．６％、合併処理浄化槽３２．０％）です。今後も計画的に事業を実施して、水洗化普及率を１００％に近づけていきます。  なお、下水道などの生活排水処理施設は水洗トイレによる衛生的で快適な生活をするだけでなく、地球上の水をきれいにすることにより、他の生物や自然を守るためにも重要な役割を担っています。完成した下水道などの生活排水処理施設の効果を発揮させるためにも、各家庭の一日も早い接続をお願いします。  問い合わせ先／水道課 電話８３－９１０５ 

児童扶養手当・特別児童扶養 

手当受給者の皆さんへ 【住民課】  児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けておられる方（支給停止となっている方も含みます）は、年１回現況届を提出していただくことになっています。  平成１８年度の受給資格の有無を審査する大切な届です。届け出がないと手当てを受けることができませんので、必要な書類（通知書に○印のあるもの）と手当証書を添えて、必ず提出してください。 ◇提出先   京丹波町住民課 ◇提出期限 児童扶養手当現況届 ８月３１日（木）          特別児童扶養手当所得状況届 ９月１１日（月） ※ 届を２年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。  
ご存知ですか？ 

児童扶養手当・特別児童扶養手当  
児童扶養手当とは  父のいない家庭の児童、または父が国民年金のほぼ１級障害程度の重度障害の状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の母または母に代わって児童を養育している人に支給されます。（外国人の方についても支給の対象となります。） ◇対象となる児童および請求者  次のいずれかにあてはまる１８歳に達する日以後最初の３月３１日までの児童（中程度以上の障害がある場合は、２０歳未満の児童）を監護している母または母に代わって児童を養育（児童と同居し、生計を維持していること）している人が請求者となります。 （１）父母が婚姻を解消した児童 （２）父が死亡した児童 （３）父が政令で定める重度の障害の状態にある児童 （４）父の生死が明らかでない児童 （５）父から１年以上遺棄されている児童 （６）父が法令により１年以上拘禁されている児童 （７）母が婚姻によらないで出産した児童 ◇支給の対象とならない場合  母、養育者または児童が日本国内に住んでいないとき、母、養育者または児童が公的年金、遺族補償を受けることができるとき、児童が児童福祉施設に入所しているときなどは、手当を受給できません。  
特別児童扶養手当とは  身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんをご家庭で養育・介護されているお父さんやお母さんなどに対し、支給されます。（外国人の方も支給の対象となります。） ◇対象となる児童および請求者  精神もしくは身体に中程度以上の障害のある２０歳未満の児童を家庭において監護している父または母、あるいは父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。 ◇支給の対象とならない場合  請求者、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき、児童が児童福祉施設などに入所しているとき、児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるときは、手当は受給できません。 ※ 両手当とも請求者および扶養義務者（同居している両親など）の所得による制限があります。  問い合わせ先／住民課 電話８２－３８０３ 

平成１８年１０月１日調査期日 
事業所・企業統計調査 この調査は、日本の事業所や企業の実態を明らかにするために行われます。全国すべての事業所や企業が調査の対象です。９月下旬から調査員が調査票を持って訪問しますので、調査のご協力をお願いします。 

 問い合わせ先／企画情報課 電話８２－３８０１ 

「子育てトーク」参加者の募集 【保健福祉課】  「子育てトーク」は、同じぐらいの年齢の子どもをもつ親たちが集まり、悩みを打ち明け、相談し、すぐに役立つ育児のヒントや知恵を話し合う「場」です。 ◇開 催 日 ９月７日（木）、１０月５日（木）、１１月２日（木）、 １２月７日（木）１月１１日（木） ◇場  所 町健康管理センター ◇対 象 者 町内の乳幼児を子育て中の方。（先着１０人） ◇助 言 者 心理教育相談室Taka主宰 ながみ孝 氏 ◇申込方法 ９月４日（月）までに保健福祉課へ電話またはファックスで氏名・住所・電話番号をお伝えください。 ※ 保育ルームを準備します。希望される方は、申し込み時に、お預けになるお子様のお名前と年齢をお伝えください。  問い合わせ先／保健福祉課 電話８２－１８００ FAX８２－２５２９ 

母子家庭人間ドックの実施 【保健福祉課】 ◇対象者 母子家庭の母親および寡婦（平成１８年４月１日に６５歳未満の人で、寡婦にあっては国民健康保険の被保険者に限ります。） ◇場 所 京都第一赤十字病院検診センター ◇申込方法など  申込書に必要事項を記入し、８０円切手を貼った返信用封筒を添えて、９月８日（金）までに南丹保健所あて申し込んでください（申込書は保健福祉課および各支所地域保健福祉室にあります）。費用は無料。  問い合わせ先／南丹保健所 電話６２－０３６１ 

「児童虐待防止推進月間」 

標語の募集 【厚生労働省雇用均等・児童家庭局】 ◇募集内容 児童虐待問題に関する国民一人ひとりの意識啓発にふさわしい標語 ◇応募方法 【電子メール】jidousoudannetwork@mhlw.go.jp へ  メールの題名は「児童虐待防止推進月間に関する標語募集」としてください。 【郵送（はがき）】〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課児童虐待防止対策室「児童虐待防止推進月間に関する標語募集担当」宛 ◇注意事項 １人１作品の応募に限ります。作品のほか郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、性別、職業を記入してください。 ◇応募締切 ８月２５日（金）必着。（当日消印有効）  問い合わせ先／厚生労働省雇用均等・児童家庭局 総務課児童虐待防止対策室    電話０３－３５９５－２１６６ 

９月９日は「救急の日」  救急出動は年々増加傾向にあります。１分１秒を争う生命に危険があるという人のために、救急車の正しい利用をお願いします。救急車を必要としないケガや病気、夜間・休日の病院の問い合わせなどは、消防本部通信指令室へ連絡ください。   （消防本部通信指令室０７７１－２２－９５８２） 
普通救命講習会を開催します ◇日時など ９月１７日（日）午前９時～正午 町中央公民館 ◇定員など ２０人（先着順）。９月１６日（土）までに電話で次へお申し込みください。  園部消防署救急係 電話６２－０１１９    丹波出張所 電話８２－０１１９ 

外来生物目撃情報の募集 【京都府企画環境部自然・環境保全室】  京都府では、府内の外来生物による被害実態や分布状況の調査を実施し、対策を検討することにしました。もし下記のような外来生物を見かけたときは、目撃情報の提供をお願いします。 ◇募集する外来生物目撃情報 【哺乳類】アライグマ、ヌートリア【両生類】ウシガエル【淡水魚類】オオクチバス、ブルーギル【クモ類】セアカゴケグモなど。 ※ 目撃情報の募集は、生息調査のためのものであり、すぐに何らかの対応を考えているわけではありません。 〒602-8570（住所不要）京都府企画環境部自然・環境保全室  E-mail／shizen-kankyo@pref.kyoto.lg.jp 電話０７５－４１４－４７０６ FAX０７５－４１４－４７０５ 

税などの納付方法について 【税務課】 合併における調整により、平成１８年度から丹波地区においては納税準備貯金、和知地区においては納金が廃止になりました。平成１８年度からは納付書による一般納付、もしくは口座引き落としのいずれかの方法で納付をお願いしています。口座引き落としの場合、納税義務者ごとに金融機関への届出が必要です。今一度ご確認ください。 
滞納処分などについて 京丹波町では、住民の皆さんが等しくサービスを受けるために、町税などの公正かつ公平な納付の観点から滞納を許さない町をつくることを目的に、本年度から「税等徴収対策委員会」を設置し、徴収に全力をあげるとともに理由なき滞納を許さない立場で臨んでいくことを確認しています。 このことからも、悪質な滞納者などに対しては、差し押さえなどの滞納処分を含め、断固たる措置を講ずることとしています。なお、税などの納付が夜間でも行えるよう、本庁・支所で毎月末（日、祝日除く）に、夜間窓口を開設していますのでご利用ください。（納付相談なども行っています。）  ◇役場本庁 ８月３１日（木）午後５時１５分～午後８時 ◇瑞穂支所 ８月３１日（木）午後５時１５分～午後８時 ◇和知支所 ８月２５日（金）午後５時１５分～午後８時 

 問い合わせ先／税務課 電話８２－３８０２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調理師試験のご案内 【南丹保健所】 ◇日  時 １０月２９日（日）午前１０時～正午 ◇会  場 関西文理学院（京都市北区） ◇手 数 料 ６，１００円 ◇申し込み ９月１１日（月）～１５日（金）の間に願書を南丹広域振興局（亀岡総合庁舎）または南丹保健所へ提出。 ※ ふぐ処理師試験もあります。詳しくは次まで。  問い合わせ先／南丹保健所 電話６２－４７５４ 
調理師試験準備講習会を開催します。 ◇日  時 １０月１２日（木）・１３日（金）午前９時～ ◇会  場 府立口丹波勤労者福祉会館（南丹市八木町） ◇受 講 料 １５，０００円（衛生協会員は１３，０００円） ※ 受講希望の方は、調理師試験願書提出時にお申し込みください。詳しくは次へお尋ねください。  問い合わせ先／南丹食品衛生協会 電話６３－１５１９ 

■９月の心配ごと（法律・人権・行政など）相談日 地区 日時・場所 内 容 丹波 ９月１１日（月）午後１時～３時３０分 町健康管理センター 心配ごと（人権・行政等）相談 ９月１１日（月）午後１時～３時 瑞穂保健福祉センター 心配ごと（人権・行政等）相談 瑞穂 ９月２０日（水）午後１時～３時３０分 瑞穂保健福祉センター 弁護士法律相談（要予約） 和知 ９月６日（水）午前９時～１１時 高齢者コミュニティセンター 心配ごと（人権・行政等）相談 ※ いずれも無料です。弁護士法律相談は要予約。 【問い合わせ先】社会福祉協議会本所（瑞穂） 電話８６－１４４０               〃    丹波支所   電話８２－０１２６               〃    和知支所   電話８４－１８３３ 
■９月のごみ収集日 地区 せともの類・ ビン類・ ガラス類 ビニール類 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・紙ﾊﾟｯｸ・ 段ﾎﾞー ﾙ 丹波地区１ ８日（金） １１日（月） ２８日（木） ６日（水） 丹波地区２ １１日（月） １４日（木） ２９日（金） １３日（水） 瑞穂地区 ６日（水） １１日（月） ２８日（木） ６日（水） 和知地区 ４日（月） １４日（木） ２９日（金） １３日（水） 

■納期のお知らせ  １０月２日（月）納期限 項  目 問い合わせ先 項  目 問い合わせ先 固定資産税 第３期 税務課８２－３８０２ 水道使用料（９月分） 水道課８３－９１０５ 国民健康保険税 第６期 税務課８２－３８０２ 下水道使用料（９月分） 水道課８３－９１０５ 介護保険料 第４期 保健福祉課８２－１８００  
 

各種教室の開催について 【丹波自然運動公園】 ◇秋季薬草教室（参加費５，５００円（宿泊・食事含む））  【日時】９月２８日（木）午後１時３０分～２９日（金）正午 【場所】丹波自然運動公園一円 【申込期間など】９月７日（木）～２０日（水）（定員５０人）  ◇障害者スポーツのつどい（参加費無料）      【日時】９月１２日（火）午後１時３０分～３時３０分 【場所】同公園体育館  ◇シニアスポーツのつどい（主に６０歳以上の方対象）   【日時】９月の毎週金曜日 午前９時～正午 【場所】同公園球技場 【参加費】２００円  ◇女性スポーツ教室（定員３０人、参加費４，０００円）    【日時】９月１３日～１１月１日までの毎週水曜日     午前１０時～１１時３０分 【場所など】同体育館（保育ルームあり） 【申込期間】８月１６日（水）～３０日（水）  ◇テニス教室（定員５０人、参加費５，０００円）        【日時】９月１３日～１１月１日までの毎週水曜日     午後１時３０分～３時３０分 【場所など】同公園テニスコート（保育ルームあり） 【申込期間】８月１６日（水）～３０日（水）  ※ 秋季薬草教室・女性スポーツ教室・テニス教室は申し込みが必要です。住所・氏名・電話番号を記入し、往復はがき、またはファックスでお申し込みください。  申し込み・問い合わせ先／丹波自然運動公園 電話８２－０５６０ FAX８２－０４８０      

須高パソコン活用講座のご案内 【府立須知高等学校】  平成１８年度府立学校開放講座として、須知高校ではパソコン活用講座を開催します。（受講料は無料です。） ◇募集定員 ３５人（初心者対象） ◇会  場 須知高校ＰＣ教室 ◇講  師 本校教員（生徒のサポータも配置予定） ◇開催日･内容（時間は午後１時３０分～午後４時３０分） １０月７日（土） Windowsの基本操作、Ｅ-ｍａｉｌなど １０月１４日（土） Ｗｏｒｄ（ワード）の活用など １０月２８日（土） Ｅｘｃｅｌ（エクセル）の活用など １１月１１日（土） 住所録とオリジナル年賀状の作成など ◇受付期間  ９月１日（金）～１４日（木）必着 ◇申込方法 往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、返信用の宛先を記入し、次へお送りください。  京都府立須知高等学校「須知高等学校開放講座係」  （〒622-0231京丹波町豊田下川原） 電話８２－１１７１ 

林業試験場一般公開について 【京都府林業試験場】 ◇日 時 ８月２５日（金）午前１０時～午後３時 ◇場 所 京都府林業試験場（京丹波町本庄土屋） ◇内 容  場内施設見学、ミニ講座、最近の研究成果（パネルや実物で紹介）、体験・挑戦コーナー（菌床きのこ栽培など）  問い合わせ先／京都府林業試験場 電話８４－０３６５      ※ このコーナーは、町の雇用対策の一環として、町内事業所などから情報提供のあったものを掲載しています。 

求人情報コーナー ■クロイ電機㈱丹波工場（豊田千原３８） 【職種】照明器具の組立・梱包【募集人員】４５歳くらいまで、若干名【時間／時給】①午前９：００～午後２：４５②午前９：００～午後３：４５③午前８：２５～午後４：５０／８００円～【休日】土・日・祝（会社カレンダーによる）【待遇】昇給、賞与、退職感謝金、有給休暇など。詳しくは次まで。 電話８２－１１３０（担当／川嶋・岸根） ■㈱丹波の里（やまがた屋）（蒲生八ツ谷 46） 【職種】調理、販売【募集人員】パート、若干名（５５歳くらいまで。試用期間３カ月）【勤務時間】１日４～６時間（シフト制）【給与】時給７５０円（試用期間中７２０円）【休日】週休２～３日 ※まずはお電話のうえ、履歴書（写真付）をご持参ください。  電話８２－１１８１（担当／総支配人・岡本） ■NPO 法人クローバー・サービス（橋爪桧山 53） 【職種】非常勤ホームヘルパー（①高齢者などへの訪問介護②その他の介護業務）【資格】介護福祉士またはホームヘルパー２級以上【勤務時間】相談のうえ月ごとの時間表により決定【勤務場所】京丹波町を中心とする利用者宅など【時給】１，０００円（別途交通費３０円／ｋｍ） 電話８８－５０１４（担当／山下） ■瑞穂農林㈱（保井谷三ツ枝 38） 【職種】ハタケシメジ生産【募集内容】臨時従業員。週３日程度勤務できる方【時給】６８５円～、精勤手当（欠勤１日未満）２，０００円【休日】土・日  ※委細は面談にて。  電話８６－１５００（担当／落合・畠中） ■㈱アップル（蒲生蒲生野 278） №１【職種】プラスチック製品製造【勤務時間】①午前８時～午後８時・午後８時～午前８時の２交代勤務②午前８時～午後４時・午後４時～午前０時・午前０時～午前８時の３交代勤務【時給】１，１００～１，３５０円（交通費別途支給）【休日】土・日・祝（会社カレンダー）  №２【職種】プラスチック製品の検査・検品【勤務時間】午前８時～午後５時（残業有り）【時給】９００～１，１００円（交通費別途支給）【休日】日・祝（会社カレンダー） 電話８２－２８８８（担当／林田・大西） 
日 行  事  予  定 日 行  事  予  定 1(金)  16(土)  2(土)  17(日) ●AM9:00～京丹波町ゲートボール大会（グリーンランドみずほ「かがやき広場」） 3(日) ●AM9:00～京丹波町軟式野球大会（瑞穂中・上豊田グラウンド） 18(月)  4(月) ●PM1:30～ぱぱまま教室（町健康管理センター） 19(火) ●AM9:30～健診結果返し（町健康管理センター）●AM10:00～献血（わち林業センター）●PM0:30～３歳児健診（瑞穂保健福祉センター） 5(火)  20(水) ●健診結果返し（AM9:30～戸津川区公民館、AM10:00～質志区公民館、PM1:30～三ノ宮基幹集落センター）●AM9:30～すくすく相談（町健康管理センター）●PM1:30～シルバー体操教室（町健康管理センター） ●PM7:30～エアロビクスダンス教室（町健康管理センター） 6(水) ●PM1:30～シルバー体操教室（町健康管理センター） ●PM7:30～エアロビクスダンス教室（町健康管理センター） 21(木) ●秋の全国交通安全運動（２１日まで） ●健診結果返し（AM9:30～中山生活改善センター、PM1:30～町健康管理センター） 7(木) ●AM10:00～子育てトーク（町健康管理センター） 22(金) ●AM9:30～乳児相談（瑞穂保健福祉センター） ●健診結果返し（PM1:30～保井谷区公民館、PM3:00～粟野区公民館） 8(金) ●AM10:00～離乳食教室（和知保健センター） 23(土)  9(土)  24(日)  10(日)  25(月) ●健診結果返し（AM9:30～瑞穂保健福祉センター、PM1:30～わち林業センター） 11(月) ●AM9:30～乳児相談（町健康管理センター） 26(火) ●AM9:30～健診結果返し（橋爪区公民館） ●PM0:30～１０～１１カ月児健診（瑞穂保健福祉センター） 12(火) ●PM1:00～２歳児歯科教室（瑞穂保健福祉センター） 27(水) ●健診結果返し（AM9:30～瑞穂保健福祉センター、PM1:30～鎌谷奥区公民館）●AM10:00～なかよし広場（町健康管理センター） 13(水) ●健診結果返し（AM9:30～若竹センター、PM1:30～町健康管理センター）●AM10:00～なかよし広場（町健康管理センター） 28(木) ●健診結果返し（AM9:30～町健康管理センター、PM1:30～小畑区公民館、PM2:45～坂原区公民館） 14(木) ●AM9:30～健診結果返し（上大久保区公民館） 29(金) ●AM9:30～乳児相談（町健康管理センター） ●健診結果返し（AM9:30～中台区公民館、PM1:30～町健康管理センター） 15(金) ●健診結果返し（AM9:30～升谷区公民館、PM1:30～市場ふれあいプラザ、PM2:45～大倉文化センター）●AM10:00～ベビーマッサージ教室（町健康管理センター） 30(土)  （注意：上記日程は変更になる場合もあります） 

 

総合相談センター「みちしるべ」 京都司法書士会の法律相談を次のとおり開催していますので、ご利用ください。 ◇会 場 ・道の駅「丹波マーケス」コミュニティホール ・瑞穂保健福祉センター ※ いずれも毎週土曜日、午後１時～４時 ※ 毎週水曜日までに予約してください。 
 京都司法書士会 ０７５－２４１－２６６６ 


